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事務局報告にかかる議事概要 

 

１ 開催日時及び場所 

 

  平成２４年９月１０日（月）定例教育委員会終了後、午後３時５５分～午後４時２０分 

  教育委員会室 

 

２ 出席者  
 

教育委員会定例会出席者に同じ 
 

３ 事務局報告の概要 

 

（１）平成２４年度全国学力・学習状況調査の結果について 

    調査結果について、学校支援課長が説明し、意見交換を行った。 

 

   （委員からの主な意見等） 

・岐阜県の結果について、全国の平均と比較して、小学校よりも中学校の方が結果が良かったという

ことは、中学に進むほど学力が上がる、大器晩成型ということか。 

  （学校支援課長より補足説明） 

岐阜県については、過去の結果を見ても中学校の方が結果が良いという傾向にある。都道府

県によっては、小学校の方が結果が良いところもある。それでは、岐阜県においては、小学校

での不得意分野が中学校に入って克服されているかというと、この結果からはそこまでの分析

はできない。一般的に、学年が上がるにつれ、いわゆる下位層が増えていくという傾向はある。 

 

（２）「平成２３年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」「平成２４年度第１回いじめ    

   に関する調査」の調査結果について 

    調査結果及び教員向け指導書概要版について、学校支援課長が説明し、意見交換を行った。 

 

   （委員からの主な意見等） 

   ・いじめの問題にかかる市町村教育委員会と県教育委員会の役割分担について説明してほしい。 

      （学校支援課長より補足説明） 

        小中学校については、基本的には市町村立であるため、市町村教育委員会の管轄となるが、 

       県教育委員会としても教員向けの研修資料作成や具体的取組事例の情報提供を行い、市町村

教育委員会に活用してもらっている。前回ご紹介したように、市町村教育委員会独自での取

組も行われているほか、生徒同士がいじめのない学校づくりについて話し合うなどの取組も

行われている。 

   ・県教育委員会に情報が入ってくる頃には、いじめの問題がどうしようもなく大きくなっている場合 

    があり得るが、市町村教育委員会では、どのように深刻化しそうな事案の把握をしているのか。 

（学校支援課長より補足説明） 

        学校や市町村教育委員会が、日常的にいじめの事案の把握に努めているほか、必要に応じ

て、県教育委員会の指導主事に相談する体制となっている。また、緊急サポートチームによ

る臨床心理士や弁護士など専門家の派遣が行われるほか、県内６か所の教育事務所に地域担

当の生徒指導主事を配置し、現場をサポートする体制をとっている。  

   ・いじめは、発生の把握に努めることもさることながら、解決に向けて指導していくことが重要であ 

る。 

   ・調査結果では、いじめの解消率が高い割合となっているが、何をもって解決しているというかは難 

    しく、この中には、軽い事案から深刻な事案まですべて含まれている。こういった調査そのものは、

大まかな結果しか分からず、特にこじれた事案を個別に把握し、どう解決し、それを発信してどう

研修に活かしていくのかが重要である。 
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   ・指導員が現場に入って指導するいじめのケースでは、手に負えないような深刻な事案もある。いじ

めがずっと継続している場合には、解決するまで、そばにいて継続的に指導し続ける体制も必要な

のではないか。 

   ・小学校でいじめられた経験がある子が、いじめられた経験が人格形成に影響し、一旦はいじめが解

決してから、後から加害者という形になって出てくることもある。スクールカウンセラーがどのよ

うにフォローしていったらよいか、そのアドバイスは重要であり、かなり深刻な事案については、

特に慎重な対処が必要である。 

   ・いじめる者といじめられる者は背中合わせの関係にあり、子どもが大人の対応によって傷つくこと

もある。また、子ども同士がじゃれ合っているだけで、先生が無視した方がよいケースもあり得る。 

    子どもは、先生がどれだけ本気かを試している場合もあるので、大人が、自分の権威などにとらわ

れず、いかに腹を括って対応をしていくかが大切である。 

   ・いじめでも命にかかわるものは、肉体的・精神的に重いものから、軽いじゃれ合いに近いものもあ

る。大人から見て、子ども同士のじゃれ合いに思えるものでも、自殺する子や傷ついている子もい

る。アンケート調査を行うときは、いじめの深刻さなどの段階についても把握した方がよい。 

   ・学校で守られ解消するいじめもあるが、学校を卒業し、就職してから、就職先でいじめられ、引き

こもりになったケースを知っている。いじめは社会問題である。いじめられやすい子は、社会に出

てもその環境がついて回る。子どもが社会に出ていけば、学校は関われなくなるが、潜在的な数字

として、いじめの存在があると思う。社会に出た後にも、カウンセリング機関を紹介するなど情報

発信していじめられている人に知らせてあげたい。 

   ・いじめの問題は、一人ずつ地道に取り上げ、対策を講じていく必要がある。特効薬がなくても、漢方 

    薬のような対処が必要である。 

 

（３）平成２５年度公立高校入学定員について 

    １０月定例教育委員会に議案として提出する予定の平成２５年度公立高校入学定員について、教育総 

務課長から説明した。 

   

    (特に意見なし) 

 

（４）平成２４年度全国高校総体・全国定通大会の結果について 

    大会結果について、スポーツ健康課長から報告した。 

 

    (特に意見なし) 

 

（５）平成２４年度全国中学校体育大会の結果について 

大会結果について、スポーツ健康課長から報告した。 

 

    (特に意見なし) 

 

（６）平成２４年度教育委員行事予定について 

    平成２４年度教育委員行事予定について、教育総務課長から昨月からの変更点について説明した。 

 

    (特に意見なし) 

 

（７）第３６回全国高等学校総合文化祭について 

     富山県で開催された第３６回全国高等学校総合文化祭の結果について、社会教育文化課長から報告 

    した。  

 

(特に意見なし) 

以上 

 


